
宍粟市は、「人と自然が輝き　みんなで創る　夢のまち」を理念として、「ふるさと宍粟」を
持続可能な地域として守り続けるため、各種施策に取り組んでいます。
「ふるさと納税」は故郷を離れて暮らす人が、故郷である自治体を応援できる制度です。
宍粟市では、ふるさと納税としていただいた寄付金を、少子化対策や観光地の整備などの
魅力あるまちづくりを目的とした事業に活用させていただいています。
ぜひ、ふるさと納税で宍粟市を応援してください。「ふるさと宍粟」のまちづくりに、一人
でも多くの方に関わっていただだければ幸いです。
※住民票が宍粟市にある方は返礼品はもらえません。
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共にふるさとのまちづくりを！

１.お礼の品がもらえる ２.寄付金の使い道を自由に ３.税金が控除（還付）される

申し込みはこちら！

〒671-2593　宍粟市山崎町中広瀬133-6

−ふるさと納税の３つの魅力−

0790-63-3066

詳しくは
コチラから

選択できる

chiikisosei-kk@city.shiso.lg.jp
兵庫県宍粟市地域創生課　地域創生係
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